
議案第２４号 

 

北本市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部改正 

について 

 

 北本市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部を次のように

改正する。 

 

 

平成２８年２月２３日 提出 

 

 

北本市長 現王園 孝 昭     

 

 

北本市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部を改正す

る条例 

 

 北本市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例（平成１７年条例第

２６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「在宅の障害者の社会参加の促進のため、生活支援及び作業

支援を行う」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第２条第

４項の規定に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、必要な障害福祉サービス等の提供体制を確保する」

に改める。 

 第３条各号を次のように改める。 

 ⑴ 法第５条第７項に規定する生活介護に関すること。 

 ⑵ 法第５条第１４項に規定する就労継続支援に関すること。 

 ⑶ 法第５条第１６項に規定する計画相談支援に関すること。 

 ⑷ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第６項



に規定する障害児相談支援に関すること。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、事業所の設置の目的を達成するため

に必要な事項に関すること。 

 第１５条を次のように改める。 

（事業所を利用することができる者） 

第１５条 事業所を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 

 ⑴ 第３条第１号及び第２号に規定する事業 次のいずれかに該当す

る者 

  ア 法第１９条第１項の規定により支給決定を受けた障害者（法第

４条第１項に規定する障害者をいう。以下同じ。） 

  イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４の

規定により障害福祉サービスを必要とする障害者 

⑵ 第３条第３号に規定する事業 法第５１条の１７第１項に規定す

る計画相談支援対象障害者等 

⑶ 第３条第４号に規定する事業 児童福祉法第２４条の２６第１項

に規定する障害児相談支援対象保護者 

 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


